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テーマ： カスタマー・ハラスメント防止条例 
バックナンバー

はこちらから 

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が 2025年 4月 1日より施行されました。カスハラという

と消費者と企業との関係を思い浮かべがちですが、いわゆる B to Bの関係についても企業の対応が注

目されています。 

ガイドライン 

条例の施行に伴い、ガイドラインと対応マニュアルも策定・発表されており、東京都産業労働局が運

営する「TOKYOはたらくネット」より入手可能です（https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuhar

a_jourei/index.html, 2025年 6月 17日取得）。 

① ハラスメントの内容に

関する事項 
カスハラ禁止の趣旨、用語の定義、行為類型、正当なクレームについて 

② 顧客・就業者・事業者 

それぞれの責務 

ハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めること・防止策へ

の協力（三者共通）、必要かつ適切な措置を講ずること（事業者） 

③ 都の施策 責務に則り、情報提供・啓発教育・相談助言を実施する 

④ 事業者が取るべき措置 
基本方針の周知、相談体制の整備、マニュアル作成、就業者の安全確

保、教育研修、再発防止取組など 13の事項 

対応マニュアル 

東京都が策定した対応マニュアルは各団体共通という位置づけです。これをベースに業界別のマニュ

アルが定められ、さらに企業別のマニュアルが定められることが望ましいとされています。 

ガイドラインの内容に呼応するように、①を総論として記述後、④についてより具体的な内容が｛未

然防止・発生時対応・発生後対応・企業間取引の場合｝とシーン別に記載され、最後に公的な相談窓

口や関係法令が記載されています。 

国と東京都以外自治体の対応 

東京都に先駆けて、2022年 2月には厚生労働省からも『カスタマーハラスメント対策企業マニュア

ル』が発行されています。この中ではカスハラを明確に定義することはできない、とされていますが

考え方は記載されています。また組織体制や初期対応のポイント、社内教育、取引先企業とのトラブ

ルにも触れており、都条例を始めとする考え方の参考になったと推測されます。 

2025年 4月 1日には、東京都以外にも北海道・群馬県・群馬県嬬恋村・三重県桑名市でカスハラ防

止条例が施行されています。桑名市の条例では企業名公表などの罰則が同種の条例で初めて定められ

ており、検討中の自治体への影響が予想されます。 

お見逃しなく！ 

ハラスメント対策は法令順守という観点のみで実施することではなく、近年目にする機会が増えたビ

ジネスと人権という観点から取り組むことも大切です。国連で「ビジネスと人権に関する指導原則」

が採択されたことをきっかけに、企業に対する人権尊重の責任が国際的に認識されるようになってい

ます。このような中でハラスメント対策をおざなりにすることは企業の社会的責任（CSR）や持続可能

な経営の観点からも好ましくないと言えるでしょう。 
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